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また、このような中、本有識者会議での議論がまとまりつつある本

年２月から３月にかけて、本有識者会議の設置の契機となった体罰事

案が生じた市立尼崎高校において、水泳部での２件の生徒間のいじめ

事案についての報道がなされたところである。 

これらについて尼崎市教育委員会は、既にいじめ防止対策推進法に

基づくいじめ重大事態として認定し、３月 30 日に尼崎市いじめ問題対

策審議会に諮問、今後、事案の全容解明とその対処、同様の事案の再

発防止のためのとりまとめが同審議会において行われる予定である。

本有識者会議はこのいじめ事案について議論する立場にはないが、

現状明らかになっている限りにおいて、この２例は何れも「市立尼崎

高校の部活動の場において生じた生徒に対する権利侵害の疑いのある

事案であること。」「当初は顧問が部活動の組織内で解決を試みるに留

めて学校としての組織的な対応をせず、管理職や教育委員会への報告

も遅れたこと。」など、本有識者会議が指摘した部活動の閉鎖性やスク

ールガバナンスをはじめとする種々の構造的な課題に共通する問題が

指摘されるものであるといえる。従って本課題においても、本有識者

会議の議論の成果を十分に活用し、早急かつ着実な課題解決と信頼回

復に取り組んでいただきたい。 

また、このような中、本有識者会議での議論がまとまりつつある本

年２月から３月にかけて、本有識者会議の設置の契機となった体罰事

案が生じた市立尼崎高校において、水泳部での２件の生徒間のいじめ

事案についての報道がなされたところである。 

これらについて尼崎市教育委員会は、既にいじめ防止対策推進法に

基づくいじめ重大事態として認定し、３月 30 日に尼崎市いじめ問題対

策審議会に諮問、今後、事案の全容解明とその対処、同様の事案の再

発防止のためのとりまとめが同審議会において行われる予定である。

本有識者会議はこのいじめ事案について議論する立場にはないが、

現状明らかになっている限りにおいて、この２例は何れも(下線部分削

除)本有識者会議が指摘した部活動の閉鎖性やスクールガバナンスを

はじめとする種々の構造的な課題に共通する問題が指摘されるもので

あるといえる。従って本課題においても、本有識者会議の議論の成果

を十分に活用し、早急かつ着実な課題解決と信頼回復に取り組んでい

ただきたい。 


